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(57)【要約】
【課題】３つの壁で構成するコーナーを少なくとも１つ
有する組立状態となり、展開状態から接着等を行わなく
ても組立状態を維持できるので、予め組立てを行ってお
かなくてもよく、保管及び輸送の効率が良い梱包用部材
を提供する。
【解決手段】複数の壁１１、１５、２０を含み厚さが１
．５ｍｍ以上であるシート素材を、平板状の展開状態か
ら折曲して、３つの壁で構成するコーナー１２を少なく
とも１つ有する組立状態にする梱包用部材１０において
、コーナー１２を構成する１つの壁を、内層２１と外層
２６とからなる係止二重壁２０にし、内層２１を互いに
小口面どうしが当接する第１内側係止片２２及び第２内
側係止片２３で構成し、外層２６を第１内側係止片２２
及び第２内側係止片２３の外壁面の一部にそれぞれ一体
化された第１外側係止片２７及び第２外側係止片２８で
構成したことを特徴とする梱包用部材。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の壁（１１、１５、１７、２０）を含み厚さが１．５ｍｍ以上であるシート素材を
、平板状の展開状態から折曲して、３つの壁（１１、１５、１７、２０）で構成するコー
ナー（１２）を少なくとも１つ有する組立状態にする梱包用部材（１０）において、
　前記コーナー（１２）を構成する１つの壁（２０）を、内層（２１）と外層（２６）と
からなる係止二重壁（２０）にし、
　前記内層（２１）を、互いに小口面（２２ａ、２３ａ）どうしが当接することにより、
係止二重壁（２０）に沿った方向の互いの展開を係止し合う第１内側係止片（２２）及び
第２内側係止片（２３）で構成し、
　前記外層（２６）を、前記第１内側係止片（２２）及び前記第２内側係止片（２３）の
外壁面（２２ｂ、２３ｂ）の一部（２２ｅ、２３ｅ）にそれぞれ一体化され、前記第２内
側係止片（２３）及び前記第１内側係止片（２２）の外壁面（２２ｂ、２３ｂ）の他部（
２２ｄ、２３ｄ）にそれぞれ内側面（２７ｃ、２８ｃ）が当接することにより、係止二重
壁（２０）に交差した方向の前記第２内側係止片（２３）及び前記第１内側係止片（２２
）の展開を係止する第１外側係止片（２７）及び第２外側係止片（２８）で構成したこと
を特徴とする梱包用部材。
【請求項２】
　前記第１内側係止片（２２）及び前記第２内側係止片（２３）が、四角形の前記内層（
２１）を対角線（２４）で二分した三角形をなし、前記第１外側係止片（２７）及び前記
第２外側係止片（２８）が、四角形の前記外層（２６）を前記内層（２１）の対角線（２
４）とは交差する対角線（２９）で二分した三角形をなす請求項１記載の梱包用部材。
【請求項３】
　前記第１内側係止片（２２）及び前記第２内側係止片（２３）が、四角形の前記内層（
２１）を対辺の途中点を結ぶ線分（２５）で二分した四角形をなすとともに、互いに嵌合
する凸部（１８）と凹部（１９）とを相対的に有し、前記第１外側係止片（２７）及び前
記第２外側係止片（２８）が、四角形の前記外層（２６）を前記内層（２１）の線分（２
５）とは交差する線分（３０）で二分した四角形をなす請求項１記載の梱包用部材。
【請求項４】
　前記第１内側係止片（２２）及び前記第２内側係止片（２３）が、三角形の前記内層（
２１）を前記コーナー（１２）から延びる２つの辺（２１ｆ）の途中点を結ぶ線分（７３
）で二分した四角形と三角形とをなし、前記第１外側係止片（２７）及び前記第２外側係
止片（２８）が、三角形の前記外層（２６）を前記内層（２１）の線分（７３）とは交差
する線分（７２）で二分した三角形又は四角形をなす請求項１記載の梱包用部材。
【請求項５】
　前記内層（２１）の内壁面（２２ｃ、２３ｃ）が、前記第１内側係止片（２２）及び前
記第２内側係止片（２３）の小口面（２２ａ、２３ａ）どうしの当接個所を除いて、段差
のない面一である請求項１～４のいずれか一項に記載の梱包用部材。
【請求項６】
　前記第１外側係止片（２７）及び前記第２外側係止片（２８）の小口面（２７ａ、２８
ａ）どうしが当接し得るようになっており、前記外層（２６）の外側面（２７ｂ、２８ｂ
）が、前記第１外側係止片（２７）及び前記第２外側係止片（２８）の小口面（２７ａ、
２８ａ）どうしの当接個所を除いて、段差のない面一である請求項１～５のいずれか一項
に記載の梱包用部材。
【請求項７】
　前記第２内側係止片（２３）及び前記第１内側係止片（２２）の外壁面（２２ｂ、２３
ｂ）の他部（２２ｄ、２３ｄ）と前記第１外側係止片（２７）及び前記第２外側係止片（
２８）の内側面（２７ｃ、２８ｃ）との間が接着されておらず、前記外層（２６）を内側
に押圧して前記第１内側係止片（２２）及び前記第２内側係止片（２３）の小口面（２２
ａ、２３ａ）どうしの当接を外すと、シート素材を平板状の展開状態に戻せるようになっ
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ている請求項１～６のいずれか一項に記載の梱包用部材。
【請求項８】
　前記梱包用部材が、物品（９０）の少なくとも３面からなる角部に外側から当てられ、
前記角部を保護する角当てである請求項１～７のいずれか一項に記載の梱包用部材。
【請求項９】
　前記梱包用部材が、物品を内部に収納する箱である請求項１～７のいずれか一項に記載
の梱包用部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品の梱包に用いられる梱包用部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　物品を梱包するとき、物品の角等を保護するために緩衝用の角当てが装着されることが
ある。このような角当てとしては、一枚の段ボール等を折曲により、少なくとも３つの壁
で構成するコーナーを有する立体状に組立てたものが用いられることがある。
【０００３】
　従来、このような角当ては、段ボールが重複する部位において予め接着等をすることに
より、平板状の段ボールを組立てた組立状態にしているため、嵩張り、保管・輸送の効率
が悪く問題であった。
【０００４】
　そのため、接着剤を用いない角当てとして、特許文献１記載のものが提案されているが
、この角当ては、それぞれの部材を固定するための部材間の嵌合が弱いことから、組立状
態を維持する能力に問題があった。また、この角当ては、組立状態において、３つの壁で
構成するコーナーを少なくとも２つ（少なくとも壁を４つ）有するものにしかならないた
め、大型の物品（各辺が長い物品）の角当てとしては用いることができなかった。
【特許文献１】特開平１１－５９７２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、３つの壁で構成するコーナーを少なくとも１つ有する組立状態となり、展開状
態から接着等を行わなくても組立状態を維持できるので、予め組立てを行っておかなくて
もよく、保管及び輸送の効率が良い梱包用部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の梱包用部材は、複数の壁を含み厚さが１．５ｍｍ
以上であるシート素材を、平板状の展開状態から折曲して、３つの壁で構成するコーナー
を少なくとも１つ有する組立状態にする梱包用部材において、前記コーナーを構成する１
つの壁を、内層と外層とからなる係止二重壁にし、前記内層を、互いに小口面どうしが当
接することにより、係止二重壁に沿った方向の互いの展開を係止し合う第１内側係止片及
び第２内側係止片で構成し、前記外層を、前記第１内側係止片及び前記第２内側係止片の
外壁面の一部にそれぞれ一体化され、前記第２内側係止片及び前記第１内側係止片の外壁
面の他部にそれぞれ内側面が当接することにより、係止二重壁に交差した方向の前記第２
内側係止片及び前記第１内側係止片の展開を係止する第１外側係止片及び第２外側係止片
で構成したことを特徴としている。
【０００７】
　係止二重壁の態様としては、特に限定はされないが、次に示す４つの態様が例示できる
。
　第１内側係止片及び第２内側係止片が、四角形の内層を対角線で二分した三角形をなし
、第１外側係止片及び第２外側係止片が、四角形の外層を内層の対角線とは交差する対角
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線で二分した三角形をなす態様。
　第１内側係止片及び第２内側係止片が、四角形の内層を対角線で二分した三角形をなす
とともに、互いに嵌合する凸部と凹部とを相対的に有し、第１外側係止片及び第２外側係
止片が、四角形の外層を内層の対角線とは交差する対角線で二分した三角形をなす態様。
　第１内側係止片及び第２内側係止片が、四角形の内層を対辺の途中点を結ぶ線分で二分
した四角形をなすとともに、互いに嵌合する凸部と凹部とを相対的に有し、第１外側係止
片及び第２外側係止片が、四角形の外層を内層の線分とは交差する線分で二分した四角形
をなす態様。
　第１内側係止片及び第２内側係止片が、三角形の内層をコーナーから延びる２つの辺の
途中点を結ぶ線分で二分した四角形と三角形とをなし、第１外側係止片及び第２外側係止
片が、三角形の外層を内層の線分とは交差する線分で二分した三角形又は四角形をなす態
様。
【０００８】
　また、内層の内壁面が、第１内側係止片及び第２内側係止片の小口面どうしの当接個所
を除いて、段差のない面一であることが好ましい。
　また、第１外側係止片及び第２外側係止片の小口面どうしが当接し得るようになってお
り、外層の外側面が、第１外側係止片及び第２外側係止片の小口面どうしの当接個所を除
いて、段差のない面一であることが好ましい。
【０００９】
　本発明に用いられるシート素材としては、特に限定はされないが、段ボール、プラスチ
ック段ボール（プラダン）、厚紙等が例示できる。
　また、シート素材は、厚さが１．５ｍｍ未満では互いの小口面どうしで当接する面積が
小さくなり、展開を係止する力が弱くなる。逆に、厚すぎると梱包用部材そのものが重く
なり、また、加工し難くなることから、好ましくは、１．５～６ｍｍである。
【００１０】
　また、前記第２内側係止片及び前記第１内側係止片の外壁面の他部と前記第１外側係止
片及び前記第２外側係止片の内側面との間が接着されておらず、前記外層を内側に押圧し
て前記第１内側係止片及び前記第２内側係止片の小口面どうしの当接を外すと、シート素
材を平板状の展開状態に戻せるようになっていることが好ましい。
【００１１】
　梱包用部材の態様としては、特に限定はされないが、物品の少なくとも３面からなる角
部に外側から当てられ、角部を保護する角当て、物品を内部に収納する箱等が例示できる
。
【００１２】
　角当ての態様としては、特に限定はされないが、３つの壁で構成するコーナーを１つ有
する態様、３つの壁で構成するコーナーを２つ有する態様等が例示できる。
　箱の態様としては、特に限定はされないが、３つの壁で構成するコーナーを４つ有する
態様、３つの壁で構成するコーナーを８つ有する態様等が例示できる。
　また、角当て又は箱が３つの壁で構成するコーナーを複数有する場合には、係止二重壁
を１つとする態様と相対する壁の２つとする態様とが例示できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、３つの壁で構成するコーナーを少なくとも１つ有する組立状態となり
、展開状態から接着等を行わなくても組立状態を維持できるので、予め組立てを行ってお
かなくてもよく、保管及び輸送の効率が良い梱包用部材を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　複数の壁を含み厚さが１．５ｍｍ以上であるシート素材を、平板状の展開状態から折曲
して、３つの壁で構成するコーナーを少なくとも１つ有する組立状態にする梱包用部材に
おいて、
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　コーナーを構成する１つの壁を、内層と外層とからなる係止二重壁にし、
　四角形の内層を、対角線で二分した三角形をなし、互いに小口面どうしが当接すること
により、係止二重壁に沿った方向の互いの展開を係止し合う第１内側係止片及び第２内側
係止片で構成し、
　四角形の外層を、内層の対角線とは交差する対角線で二分した三角形をなし、第１内側
係止片及び第２内側係止片の外壁面の一部にそれぞれ一体化され、第２内側係止片及び第
１内側係止片の外壁面の他部にそれぞれ内側面が当接することにより、係止二重壁に交差
した方向の第２内側係止片及び第１内側係止片の展開を係止する第１外側係止片及び第２
外側係止片で構成し、
　内層の内壁面が、第１内側係止片及び第２内側係止片の小口面どうしの当接個所を除い
て、段差のない面一であり、
　第１外側係止片及び第２外側係止片の小口面どうしが当接し得るようになっており、外
層の外側面が、第１外側係止片及び第２外側係止片の小口面どうしの当接個所を除いて、
段差のない面一であることを特徴とする梱包用部材。
【実施例１】
【００１５】
　図１～図３、図１３に示すように、本実施例の梱包用部材は、厚さ２．５ｍｍの段ボー
ルからなり、互いに略直交した略正方形の３つの壁１１、１５、２０と、この３つの壁１
１、１５、２０で構成された１つのコーナー１２とを有する角当て１０である。角当て１
０は、図１３に示すように、物品９０の３面からなる角部に外側から当てられ、同角部を
保護している。
【００１６】
　図１～図３に示すように、３つの壁１１、１５、２０のうち、１つは係止二重壁２０と
なっており、係止二重壁２０は、他の２つの壁１１、１５に連設されている略正方形の外
層２６と、外層２６に接して設けられている略正方形の内層２１とからなっている。また
、他の２つの壁１１、１５は、互いに折り目１４を介して連設されている。
【００１７】
　外層２６は、コーナー１２から延びる外対角線２９を共に斜辺とする２つの略直角二等
辺三角形状の第１外側係止片２７と第２外側係止片２８とからなっている。第１外側係止
片２７は、他の２つの壁１１、１５の一方の第１壁１１に折り目１３を介して連設され、
第２外側係止片２８は、もう一方の第２壁１５に折り目１６を介して連設されている。ま
た、外対角線２９となる辺にあたる第１外側係止片２７の第１外小口面２７ａと、同じく
第２外側係止片２８の第２外小口面２８ａとは、互いに当接している。さらに、第１外側
係止片２７の外側面２７ｂと第２外側係止片２８の外側面２８ｂとからなる外層２６の外
側面は面一になっている。
【００１８】
　内層２１は、係止二重壁２０の直交方向の平面視において、外対角線２９と直交する内
対角線２４を共に斜辺とする２つの略直角二等辺三角形状の第１内側係止片２２と第２内
側係止片２３とからなっている。内対角線２４となる辺にあたる第１内側係止片２２の第
１内小口面２２ａと、同じく第２内側係止片２３の第２内小口面２３ａとは、互いに当接
している。また、第１内側係止片２２の第１内壁面２２ｃと第２内側係止片２３の第２内
壁面２３ｃとからなる内層２１の内壁面は面一になっている。
　第１内側係止片２２は、第１外側係止片２７の第１内側面２７ｃに第１外壁面２２ｂが
接する部位２２ｅで第１外側係止片２７に接着され、一体となっている。なお、第１内側
係止片２２は、第１外側係止片２７と接着によらない方法（例えば、一枚のシート素材の
折曲で第１内側係止片２２と第１外側係止片２７とを形成する方法）で一体であってもよ
い。
　第２内側係止片２３は、第２外側係止片２８の第２内側面２８ｃに第２外壁面２３ｂが
接する部位２３ｅで第２外側係止片２８に接着され、一体となっている。なお、第２内側
係止片２３は、第２外側係止片２８と接着によらない方法（例えば、一枚のシート素材の
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折曲で第２内側係止片２３と第２外側係止片２８とを形成する方法）で一体であってもよ
い。
【００１９】
　本実施例を平板状の展開状態から組立状態に組立てる方法について、図３を用いて、説
明する。
　先ず、図３ａのように、互いに繋がっている第１壁１１及び第２壁１５と、第１壁１１
に繋がり、第１内側係止片２２が取着している第１外側係止片２７と、第２壁１５に繋が
り、第２内側係止片２３が取着している第２外側係止片２８とが、平板状に展開された展
開状態から、図３ｂのように、第１外側係止片２７を第１壁１１との間の折り目１３から
、第２外側係止片２８を第２壁１５との折り目１６から第１内側係止片２２又は第２内側
係止片２３が取着されている面側（図３ａの矢印の方向）にそれぞれ略直角に折曲する。
　次に、図３ｃのように、第１外壁面２２ｂと第２内壁面２３ｃとが摺接するようにして
、第１壁１１を折り目１４から矢印の方向に折曲する。
　そして、図３ｄのように、係止二重壁２０を含めた３つの壁１１、１５、２０が互いに
略直交するようにする。
【００２０】
　逆に、組立状態から平板状の展開状態にするには、先ず、外層２６を内側に押圧して第
１内小口面２２ａと第２内小口面２３ａとの当接を外す。
　次に、第１外壁面２２ｂと第２内壁面２３ｃとを摺接させながら、第１壁１１と第２壁
１５とを略水平にする。
　そして、第１外側係止片２７を第１壁１１と第２外側係止片２８を第２壁１５と略水平
になるようにする。
【００２１】
　本実施例の作用について、説明する。
　第１内小口面２２ａと第２内小口面２３ａとが当接することにより、係止二重壁２０に
沿った方向への第１内側係止片２２と第２内側係止片２３との互いの展開が係止される。
　第１内側係止片２２と第２内側係止片２３との互いの展開が係止されることのより、第
１壁１１と第２壁１５との展開が係止される。
　第１外壁面２２ｂのうち第１内側面２７ｃに接していない他部２２ｄが第２内側面２８
ｃに当接することにより、係止二重壁２０に交差する方向への第１内側係止片２２の展開
が係止される。
　係止二重壁２０に交差する方向への第１内側係止片２２の展開が係止されることにより
、第１外側係止片２７と第１壁１１との展開が係止される。
　第２外壁面２３ｂのうち第２内側面２８ｃに接していない他部２３ｄが第１内側面２７
ｃに当接することにより、係止二重壁２０に交差する方向への第２内側係止片２３の展開
が係止される。
　係止二重壁２０に交差する方向への第２内側係止片２３の展開が係止されることにより
、第２外側係止片２８と第２壁１５との展開が係止される。
【００２２】
　本実施例によれば、以下の効果（ａ）～（ｃ）を得ることができる。
（ａ）各係止片２２、２３、２７、２８どうしが当接することにより内側係止片２２、２
３の展開が係止され、第１外側係止片２７、第２外側係止片２８及び２つの壁１１、１５
の展開が係止され、組立時に接着等を行わなくでも組立状態を維持することができる。
（ｂ）組立時に接着等を行わないため、予め組立を行っておかなくてもよく（必要がなく
）、平板状の展開状態で保管及び輸送が行え、保管及び輸送の効率が良い。
（ｃ）組立時に接着等を行わないため、平板状の展開状態に戻すことができる。
【実施例２】
【００２３】
　図４に示すように、本実施例の梱包用部材は、角当て３５であり、実施例１の梱包用部
材とほぼ同じである。
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　但し、第１内側係止片２２及び第２内側係止片２３が、それぞれ第１外側係止片２７又
は第２外側係止片２８に接着されている向き（斜辺の向き）と、互いに嵌合する凸部１８
と凹部１９とが、第１内側係止片２２には凸部１８が、第２内側係止片２３には凹部１９
が相対的に設けられてい点が実施例１の梱包用部材とは異なっている。
【００２４】
　本実施例によれば、実施例１で得られる効果（ａ）～（ｃ）を得ることができ、特に、
（ａ）の効果については、第１内側係止片２２と第２内側係止片２３とが、凸部１８と凹
部１９とで嵌合することから、より顕著となる。
【実施例３】
【００２５】
　図５に示すように、本実施例の梱包用部材は、角当て４０であり、実施例１の梱包用部
材とほぼ同じである。
　但し、第１内側係止片２２及び第２内側係止片２３が、内層２１を対辺の略中点を結ぶ
内線分２５で二分した略長方形となり、互いに嵌合する凸部１８と凹部１９とが、第１内
側係止片２２には凸部１８が、第２内側係止片２３には凹部１９が相対的に設けられてい
点と、第１外側係止片２７及び第２外側係止片２８が、係止二重壁２０の直交方向の平面
視において、内線分２５と直交し、外層２６を対辺の略中点を結ぶ外線分３０で二分した
略長方形状となっている点とが実施例１の梱包用部材とは異なっている。
【００２６】
　本実施例によれば、実施例１で得られる効果（ａ）～（ｃ）を得ることができ、特に、
（ａ）の効果については、第１内側係止片２２と第２内側係止片２３とが、凸部１８と凹
部１９とで嵌合することから、より顕著となる。
【実施例４】
【００２７】
　図６、図１３に示すように、本実施例の梱包用部材は、厚さ２．５ｍｍの段ボールから
なり、略正方形の４つの壁１１、１５、２０と、この４つの壁のうちの３つの壁１１、１
５、２０で構成された２つのコーナー１２とを有する角当て４５である。角当て４５は、
図１３に示すように、物品９０の４面からなる角部に外側から当てられ、同角部を保護し
ている。
【００２８】
　図６に示すように、４つの壁１１、１５、２０のうち、相対する２つの壁が係止二重壁
２０となっており、組立状態において、２つの係止二重壁２０は互いに面対称となってい
る。各係止二重壁２０は実施例１の梱包用部材の係止二重壁２０と同じように、外層２６
を二分する略直角二等辺三角形状の第１外側係止片２７及び第２外側係止片２８と、内層
２１を二分する略直角二等辺三角形状の第１内側係止片２２及び第２内側係止片２３とか
らなっている。第１壁１１には、対辺にそれぞれ第１外側係止片２７が連設され、第２壁
１５には、対辺にそれぞれ第２外側係止片２８が連設されている。
【００２９】
　本実施例によれば、実施例１で得られる効果（ａ）～（ｃ）を得ることができ、特に、
相対する２つの壁が係止二重壁２０となっていることから、角当てとしての強度を向上さ
せることができる。
【実施例５】
【００３０】
　図７に示すように、本実施例の梱包用部材は、厚さ１．５ｍｍの段ボールからなり、略
正方形の２つの壁１１、１５と略直角二等辺三角形の２つの壁２０と、この４つの壁のう
ちの３つの壁１１、１５、２０で構成された２つのコーナー１２とを有する角当て７０で
ある。角当て７０は、角当て４５と同じように物品の４面からなる角部に外側から当てら
れ、同角部を保護している。
【００３１】
　４つの壁１１、１５、２０のうち、相対する２つの略直角二等辺三角形の壁２０が係止
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二重壁２０となっている。各係止二重壁２０は、他の略正方形の２つの壁１１、１５に連
設されている略直角二等辺三角形の外層２６と、外層２６に接して設けられている略直角
二等辺三角形の内層２１とからなっている。
【００３２】
　外層２６は、コーナー１２から外層２６の斜辺２６ｇの略中点へと延びる外線分７２で
二分した略直角二等辺三角形状の第１外側係止片２７と第２外側係止片２８とからなって
いる。
【００３３】
　内層２１は、係止二重壁２０の直交方向の平面視において、外線分７２と直交し、略直
角二等辺三角形の内層２１の頂角から延びる２つの辺２１ｆのそれぞれの略中点を結ぶ内
線分７３で二分した略等脚台形状の第１内側係止片２２と略直角二等辺三角形状の第２内
側係止片２３とからなっている。
　２つの第１内側係止片２２のうちの１つは、第１外側係止片２７に折り目７１を介して
連設され、折り目７１から折曲することにより、互いに一体となった第１内側係止片２２
と第１外側係止片２７とになっている。
【００３４】
　本実施例によれば、実施例１で得られる効果（ａ）～（ｃ）を得ることができ、特に、
相対する２つの壁が係止二重壁２０となっていることから、角当てとしての強度を向上さ
せることができる。
【実施例６】
【００３５】
　図８に示すように、本実施例の梱包用部材は、厚さ２．５ｍｍの段ボールからなり、略
正方形の５つの壁１１、１５、１７、２０と、この５つの壁のうちの３つの壁で構成され
た４つのコーナー１２と、５つの壁１１、１５、１７、２０で構成された有底内空間５１
の開口を塞ぐ蓋片５３とを有する箱５０である。
【００３６】
　５つの壁１１、１５、１７、２０のうち、相対する２つの壁が係止二重壁２０となって
おり、組立状態において、２つの係止二重壁２０は互いに面対称となっている。各コーナ
ー１２は、外側係止片が連設されていない第３壁１７と、第１外側係止片２７が連設され
ている第１壁１１又は第２外側係止片２８が連設されている第２壁１５と１つの係止二重
壁２０とで構成されている。各係止二重壁２０は実施例１の梱包用部材の係止二重壁２０
と同じように、外層２６を二分する略直角二等辺三角形状の第１外側係止片２７及び第２
外側係止片２８と、内層２１を二分する略直角二等辺三角形状の第１内側係止片２２及び
第２内側係止片２３とからなっている。組立状態において、第１壁１１と第２壁１５とは
相対している。第１壁１１には、対辺にそれぞれ第１外側係止片２７が連設され、他の辺
の一方には、第３壁１７が連設され、他方には、蓋片５３が折曲可能に連設されている。
第２壁１５には、対辺にそれぞれ第２外側係止片２８が連設され、他の辺の一つには、第
３壁１７が連設されている。
【００３７】
　本実施例によれば、実施例１で得られる効果（ａ）～（ｃ）を得ることができ、特に、
平板状のものを箱状にすることができる。
【００３８】
　本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、発明の趣旨から逸脱しない範囲で次
のような変更例に適宜変更して具体化することもでき、
（１）図９に示すように、変更例１として、略正方形の６つの壁１１、１５、１７、２０
と、この６つの壁のうちの３つの壁で構成された８つのコーナー１２とを有し、６つの壁
１１、１５、１７、２０のうち、１組の相対する２つの壁が係止二重壁２０となっており
、６つの壁１１、１５、１７、２０で囲まれた閉空間を内部に有する箱５５とする態様。
（２）図１０に示すように、変更例２として、略正方形の４つの壁１１、１５、１７、２
０と、この４つの壁のうちの３つの壁で構成された２つのコーナー１２とを有し、４つの
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壁のうち、両コーナー１２を構成する１つの壁が係止二重壁２０になっている角当て６０
とする態様。
（３）図１１、図１３に示すように、変更例３として、略直角二等辺三角形の３つの壁１
１、１５、２０と、この３つの壁で構成された１つのコーナー１２とを有し、３つの壁の
うち、１つの壁が係止二重壁２０になっている角当て７５とする態様。
（４）図１２に示すように、変更例４として、相対する略正方形の２つの壁２０と、略長
方形の３つの壁１１、１５、１７と、１つの略正方形の壁２０と２つの略長方形の壁とで
構成された４つのコーナー１２とを有し、２つの略正方形の壁２０が係止二重壁２０とな
っており、５つの壁１１、１５、１７、２０で囲まれた有底内空間６６を有する箱６５と
する態様。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】実施例１の組立状態及び展開状態の斜視図である。
【図２】実施例１の展開状態の表面図及び裏面図である。
【図３】実施例１の組立作業の斜視図である。
【図４】実施例２の組立状態の斜視図及び展開状態の表面図である。
【図５】実施例３の組立状態の斜視図及び展開状態の表面図である。
【図６】実施例４の組立状態の斜視図及び展開状態の表面図である。
【図７】実施例５の組立状態の斜視図及び展開状態の表面図である。
【図８】実施例６の組立状態の斜視図及び展開状態の表面図である。
【図９】変更例１の組立状態の斜視図及び展開状態の表面図である。
【図１０】変更例２の組立状態の斜視図及び展開状態の表面図である。
【図１１】変更例３の組立状態の斜視図及び展開状態の表面図である。
【図１２】変更例４の組立状態の斜視図及び展開状態の表面図である。
【図１３】角当ての使用状態の斜視図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　　角当て
　１１　　第１壁
　１２　　コーナー
　１５　　第２壁
　１７　　第３壁
　１８　　凸部
　１９　　凹部
　２０　　係止二重壁
　２１　　内層
　２２　　第１内側係止片
　２２ａ　第１内小口面
　２２ｂ　第１外壁面
　２２ｄ　他部
　２３　　第２内側係止片
　２３ａ　第２内小口面
　２３ｂ　第２外壁面
　２３ｄ　他部
　２４　　内対角線
　２５　　内線分
　２６　　外層
　２７　　第１外側係止片
　２７ａ　第１外小口面
　２７ｃ　第１内側面
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　２８　　第２外側係止片
　２８ａ　第２外小口面
　２８ｃ　第２内側面
　２９　　外対角線
　３０　　外線分
　３５　　角当て
　４０　　角当て
　４５　　角当て
　５０　　箱
　７０　　角当て
　７２　　外線分
　７３　　内線分
　９０　　物品

【図１】 【図２】



(11) JP 2010-42837 A 2010.2.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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